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第３期京都市民長寿すこやかプラン

京都市高齢者保健福祉計画 
京都市介護保険事業計画 

（平成 18 年度～20 年度） 

中 間 報 告 

 
急速な高齢化に対応し，高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組として介護

保険制度が創設されてから，５年半が経過しました。国においては本年６月，

改正介護保険法が成立し，予防重視型システムへの転換，在宅生活を支えるた

めの新たなサービス体系の確立など，制度全体に関する見直しの方向が示され

たところです。 

京都市では，高齢者の保健福祉施策を計画的に進めていくため，平成 15 年

３月に「京都市民長寿すこやかプラン（平成 15 年度～19 年度）」を策定し，

この計画に基づく取組を推進しております。 

プラン３年目の今年，来たるべき超高齢社会を見据えて，介護保険制度改正

の方向性を踏まえた計画の見直しを行うことにしています。 

見直しに当たり，「高齢者の生活と健康に関する調査・高齢期の生活と健康に

関する意識調査」の結果やこれまでの各施策・事業の実施状況を踏まえ，京都

市民長寿すこやかプラン推進協議会でご協議いただき，このほど第３期計画（平

成１８年度～２０年度）の中間報告をとりまとめました。この中間報告では，

新たな重点課題や今後の介護サービス量の見込みなどを掲載しています。 

今後，計画の見直しに向け，さらに検討を進めていきますが，市民の皆様の

声を計画に反映させていくための意見募集を行います。 

多くの方々からのご意見・ご提言をお待ちしています。 

 

 平成１７年１０月 
 

京  都  市  
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■ 高齢者保健福祉計画とは 
老人福祉法及び老人保健法で市町村による策定が規定されており，要介護

者への介護サービスの提供のほか，寝たきり，認知症等の予防のためのサー

ビスの提供，ひとり暮らしの高齢者への生活支援も含め，地域における高齢

者を対象とした保健サービスや福祉サービス全般にわたる供給体制づくり

などについて定めます。 
 

■ 介護保険事業計画とは 
介護保険法で市町村による策定が規定されており，地域における介護サー

ビスの必要量を見込み，それを確保するための方策や保険料算定の基礎とな

る財政規模のほか，介護保険を円滑に運営するための事業などについて定め

ます。 
 

■ 京都市民長寿すこやかプランとは 

京都市では，高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定・推

進するため，平成１８年度から２０年度までの３年を１期とする「京都市民

長寿すこやかプラン」を策定することにしています。 



 
 
 
第１ 現計画の取組状況 

１ 介護保険事業の実施状況 
介護保険制度がスタートしてから，

新たに介護サービスを利用する方が

増え，平成１７年４月の要介護認定

者数は 51,380 人となっています。

特に，軽度の要介護者の増加が著し

く，要支援は平成１２年４月から  

13８％，要介護１は 1８６％増加し

ています。 

要介護認定者数の推移

27206

34535
41582

46758
50418 51380

0

20000

40000

60000

１２
・４

１３
・４

１４
・４

１５
・４

１６
・４

１７
・４

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

出現率

サービス利用者数は居宅サービス

33,166 人，施設サービス 9,499 人

となっており，サービス提供事業所

は，平成１２年度から特別養護老人

ホーム１，３３０人分，介護老人保

健施設１，６５６人分，認知症高齢

者グループホーム３２９人分，訪問

介護事業所５２箇所，通所介護事業

所８１箇所が増加するなど，需要に

応じた供給が図られています。 

保険給付費の推移
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他方，サービスの利用が計画の見

込みを上回っていることから，保険

財政は平成１３年度から赤字となっ

ており，京都府介護保険財政安定化

基金等から貸付を受けています。 

２ 現計画の重点課題ごとの取組状況 
  現計画に掲げている２０７の施策・事業のうち２０３項目に着手しました。

平成１５年度以降，新たに開始又は内容を充実した施策・事業の主な内容は

次のとおりです。 

 

 ■ 要援護高齢者及びその家族の生活支援 

   ・特別養護老人ホームや介護老人保健施設，認知症高齢者グループホー

ムなどの基盤整備（充実） 

・特別養護老人ホームの入所指針の策定（新規） 
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・配食サービス助成事業の拡充（充実） 

・個室・ユニットケア施設研修等事業（新規） 

・小規模多機能施設等調査推進事業・小規模多機能施設整備助成（新規） 

 ■ 認知症高齢者対策の推進 

   ・長寿すこやかセンターにおける認知症介護の入門講座，専門相談，認

知症介護の研究・研修の実施，権利擁護相談事業など（新規） 

   ・高齢者虐待防止ネットワーク運営事業（新規） 

   ・徘徊高齢者あんしんサービス事業（充実） 

■ 介護サービスの質的向上 

   ・長寿すこやかセンターにおける各種研修の実施（新規） 

   ・介護相談員派遣事業（充実） 

 ■ 介護保険事業の適正かつ円滑な運営 

   ・保険料に係る低所得者への支援（充実） 

   ・介護給付費適正化事業（充実） 

 ■ 介護予防の充実 

   ・健康すこやか学級（充実） 

   ・地域出張型介護予防教室（充実） 

   ・高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座（新規） 

   ・転倒予防教室（新規） 

■ 健康づくりの推進 

   ・京都市民健康づくりプランの推進（充実） 

・歯周疾患予防健診（充実） 

   ・乳がん検診（充実） 

 ■ 地域ケア体制の構築 

   ・京（みやこ）地域福祉推進プランの策定（新規） 

・老人福祉員設置事業（充実） 

・基幹型在宅介護支援センターの設置（新規） 

 ■ 高齢者が安心できる生活環境づくり 

   ・高齢社会対策実態調査の実施（新規） 

   ・高齢期における所有不動産の活用に関する研究（新規） 

   ・京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例の策定（新規） 

 ■ 高齢者の社会参加の促進 

   ・長寿すこやかセンターにおける高齢者の自主的グループへの活動支援，

総合的な情報提供（新規） 

・老人クラブ活性化事業（新規） 

 ■ 世代間の交流と理解の促進 

   ・長寿すこやかセンターにおける高齢社会対策に係る課題等の発信・提 

    言（新規） 



 
 
 
第２ 介護保険制度改正の概要 

１ 制度見直しの基本的視点と柱 
介護保険法附則第２条に基づき，国において，制度の持続可能性の確保，明

るく活力ある超高齢社会の構築，社会保障の総合化の３点を基本的視点として，

制度全般について見直しが行われました。 

制度の「持続可能性」制度の「持続可能性」
→給付の効率化・重点化→給付の効率化・重点化

｢明るく活力ある｢明るく活力ある
超高齢社会」の構築超高齢社会」の構築

→予防重視型システム→予防重視型システム
へのへの転換転換

社会保障の総合化社会保障の総合化
→効率的かつ効果的な→効率的かつ効果的な
社会保障制度体系へ社会保障制度体系へ

○保険者＝市町村権限の強化○保険者＝市町村権限の強化

○○サービスの適正化サービスの適正化

○介護予防○介護予防システムの確立システムの確立

○軽度者の給付の見直し○軽度者の給付の見直し

○○年金との給付調整年金との給付調整
～～入所者の費用負担の見直し入所者の費用負担の見直し

○医療との連携・調整○医療との連携・調整
～包括的マネジメント体制の確立～包括的マネジメント体制の確立
　施設や居住系サービスにおける機能分担　施設や居住系サービスにおける機能分担

○予防重視型システムへの転換○予防重視型システムへの転換

見直しの基本的視点

※ 介護保険法附則第２条：法の施行後，５年を目途に全般に関して検討し，その結

果に基づき，必要な見直し等の措置を講じるべきものと規定されています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改正の主な内容は， 

◇ 予防重視型システムへの転換 

◇ 施設給付の見直し 

◇ 新たなサービス体系の確立 

◇ サービスの質の向上 

◇ 負担の在り方・制度運営の見直し 

◇ 被保険者・受給者の範囲（＊） 

という６つの柱から成っています。 

   ＊「被保険者・受給者の範囲」については，社会保障制度の一体的見直しと併せ

て検討し，平成２１年度を目途として所要の措置が講じられることになってい

ます。 
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２ 介護予防事業の再編と地域ケア推進に向けた新たなサービス体系の確立 
■ 新予防給付の創設 

介護保険法の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から，軽

度者に対する保険給付について，現行の予防給付の対象者の範囲，サービ

ス内容，マネジメント体制等を見直した「新予防給付」に再編されます。 
 

予防給付 介護給付 

 
要支援２ 

 
新区分 

 
要支援１ 

 

要介護１ 

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

現行区分 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

 
■ 地域支援事業の創設 

要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに，地域

における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から，「地域支

援事業」が創設されます。 

■ 地域密着型サービスの創設 
高齢者一人ひとりが可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるよ

う，身近な地域で提供されることが適当なサービス類型として「地域密着

型サービス」が創設されます。 

■ 地域包括支援センターの創設 
公正・中立な立場から，地域における総合相談・支援，介護予防マネジ

メント，包括的・継続的マネジメントを担う中核機関として，「地域包括支

援センター」が創設されます。 

  

非該当 要支援 １ ２ ３ ４ ５ 

× ×

対
象
者 

自立 
「地域支援事業の導入」 
要支援・要介護状態に陥るおそれが

ある者（高齢者人口の 5％程度）等

を対象とした介護予防事業の実施

「新・予防給付」の創設 
軽度者に対する給付内容、マネジメ

ントシステムを介護予防の視点から

見直し

一貫性・連続性のある総合的介護予防システムの確立 

地域包括支援セン タ ーによ る マネジ メ ン ト

「地域密着型サービス」 
「施設給付の見直し」 等 
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第３ 京都市における平成２６年度の高齢者介護の姿 

介護保険制度の見直しにおいては，「戦後のベビーブーム世代」全体が 65 歳

以上になる 2015 年（平成２７年）の高齢者介護の姿を念頭に置いたうえでの

検討が行われています。 

本市においても，長期的な視点に立ち，平成２６年度（第５期介護保険事業

計画の最終年度）の目標を立てたうえで，そこに至る中間的な位置づけとして

第３期計画を策定する必要があります。 

その前提として，ここでは，京都市における平成２６年度の高齢者介護の姿

を概観します。 

 

 

平成２６年度は超高齢社会の「入り口」！ (４人に１人は高齢者) 

 
京都市における６５歳以上の高齢者人口は，平成１９年に３０万人を超え，

平成２６年には 36 万人を超えると推計されます。 

平成２６年度の高齢化率は 2６．５％で４人に１人が高齢者となり，まさに

超高齢社会が到来します。  
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資料：昭和 55 年から平成 12 年は国勢調査人口。平成 17 年以降は
コーホート変化率法による推計人口（各年 10 月１日時点）。 
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ひとり暮らしの高齢者は４４％増加！認知症高齢者は約１．５倍に！  
 

 平成１７年から平成 2７年にかけて，京都府におけるひとり暮らしの高齢者世

帯は，９万４千世帯から１３万５千世帯へと，４３．６％増加すると推計され

ています。また，平成２６年度の本市における認知症高齢者数は現在の約   

１．５倍に当たる３万６千人になると予測されます。 

 

○京都府におけるひとり暮らし高齢世帯数及び増加数 

 平成１７年 平成２７年 増加数（増加率） 

京都府 ９万４千世帯 １３万５千世帯  ４万１千世帯（43.6％）

全 国 386万1千世帯 ５６６万 4 千世帯 180 万 3 千世帯（46.7％）

資料：日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計） 国立社会保障・人口問題研究所 

（参考）平成 17 年 4 月末現在の京都市におけるひとり暮らし高齢世帯数 ７万６千世帯 

 

○京都市における認知症高齢者数及び増加数 

 平成１７年 平成２６年 増加数（増加率） 

認知症高齢者 ２万４千人 ３万６千人 １万２千人（５０.０％）

うち運動能力が低下していない方 １万５千人 ２万２千人 ７千人（４６.７％）

 

 

 

現在の制度のままでいくと要介護認定者数は約１．５倍に！ 

 
 高齢者数の増加に伴い，要支援・要介護者数も増加します。現在の制度のま

までいくと，平成２６年度の要介護認定者数は現在の約１．５倍にあたる７万

６千人になると予測されます。 

 
 超高齢社会の到来を前に，高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ

とともに，要介護状態になっても状態が悪化しないよう維持・改善を図る介護

予防の取組を推進することは，制度の維持のみならず，高齢者一人ひとりの生

活・人生を尊重し，自立した生活を送れるよう支援するために，ますます重要

となっています。 
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第４ 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念及び政策目標 
■ 基本理念 

 
 
 
 
■ 政策目標 
 
  
 
 
 
 
 

１ 一人ひとりが尊厳を保ち，充実した高齢期を実現できるまち

高齢者一人ひとりが，自らの意思に基づき，住み慣れた地域で，いきいきと

健やかに暮らせる社会の構築 

４ 高齢者がいきいきと参加でき，すべての世代が支え合えるまち

３ 地域で安心して自立した生活を続けられるまち 

２ 健やかな生活を送ることができるまち 

２ 計画の期間と目標設定 
第３期計画の計画期間は平成 18 年度から 20 年度までの 3 年間です。 

長期的視点から，平成 26 年度の目標を設定したうえで，第３期計画を策

定することとします。 
 

第１期 

12～14 年度 

第２期 

15～17 年度 

第３期 

18～20 年度

第４期 

21～23 年度

第５期 

24～26 年度 

2015 年 

（27 年） 

 

３ 計画の見直しの方法 
■ 京都市民長寿すこやかプラン推進協議会 

市民公募委員をはじめ，保健，医療，福祉の関係者による京都市民長寿

すこやかプラン推進協議会において，計画の内容等の協議を行っています。 

 

■ 市民参加 
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会への市民参加や公開のほか，平

成 16 年度に１万人を超える市民を対象としたアンケート調査を実施し，

計画見直しのための基礎資料として活用しています。また，この中間報告

に関する市民説明会を開催するとともに，市民の皆様からいただいたご意

見・ご提言を計画の見直しに反映します。 
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重点課題ごとの取組方針と主な施策は次のとおりです。具体的な事業につい

ては，今後，市民の皆様のご意見・ご提言を踏まえ，検討してまいります。 
 
 
 
 

【重点課題１】認知症をはじめとする要援護高齢者及びその家族の生活支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【

 

《取組方針》 
 要援護高齢者及びその家族の自立した生活を支援するため，地域の特性

を踏まえて，ニーズに対応した介護サービスを量と質の面から確保すると

ともに，在宅生活を総合的に支援するという観点から，介護保険以外のサ

ービスについても引き続き充実に努めます。 
また，認知症高齢者が住み慣れた地域で可能な限り在宅生活を継続でき

るよう，認知症についての正しい理解の普及，原因となる疾患の予防，早

期発見・治療，相談体制の充実，認知症高齢者を介護する家族への支援，

高齢者の権利擁護対策など多様な側面から取り組んでいきます。 

《主な施策》 
❒介護保険サービスの充実 
 ▨施設サービス，介護専用型居住系サービス，居宅サービス 
❒介護保険以外の保健福祉サービスの充実 
❒認知症高齢者対策の推進 
重点課題２】総合的な介護予防の推進（予防重視型システムへの転換） 
《取組方針》 
 高齢者が要介護状態になることを可能な限り予防するとともに，要介護

状態になっても状態が悪化しないよう維持・改善を図るため，介護予防に

関する知識・情報の普及と啓発に努めます。 
また，地域包括支援センターを中心とした介護予防マネジメントの体制

づくりを進めるとともに，介護予防事業対象者の把握や，対象者が個々の

状況に応じて日常生活の中で自ら取り組めるようなサービス提供を行うな

ど，介護予防を総合的に推進していきます。 

《主な施策》 
❒地域包括支援センター（※１）を軸とした介護予防マネジメント体制の構築 
❒総合的な介護予防サービスの提供 

▨地域支援事業（※２） 
 ▨新予防給付（※３） 
❒地域における自主的な取組との連携 
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※１ 地域包括支援センターについての本市の考え方 
現在の地域型在宅介護支援センターの受託法人への委託・再編を基本とし，

地域（圏域）を勘案して市内に 50 箇所程度設置します。 

地域包括支援センターの設置・運営に関しては，「京都市民長寿すこやかプラ

ン推進協議会」を全市レベルの地域包括支援センター運営協議会として位置付

け，公正・中立性の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※２ 地域支援事業について 
 老人保健事業，介護予防・地域支え合い事業，在宅介護支援センター運営事

業を再編して地域支援事業を実施します。介護予防事業は，要支援・要介護に

なるおそれのある方（高齢者人口の５％程度）を対象とし，国の指針に基づき

２０％の方について要支援・要介護への移行を防止することを目標として実施

します。 

  

【地域支援事業の種類と財源構成】 

区 分 内 容 財源構成 

介護予防事業(運動器の機能向上，栄養改善，口

腔機能の向上等) 

※第１号被保険者（６５歳以上）が対象 

１号保険料，２号保険

料，公費 

必須事業 
包括的支援事業(介護予防マネジメント事業，総

合相談支援事業，権利擁護事業，包括的継続的マ

ネジメント事業) 

任意事業 介護給付等費用適正化事業，家族支援事業 等 

１号保険料，公費 

 

チームアプローチ

主任ケアマネ

ジャー（仮称）

保健師等

社会福祉士

総合相談・支援，権利擁護相談 

介護予防マネジメント包括的・継続的マネジメント

住民の各種相談を幅広く受け付ける

とともに，必要な社会支援サービスや

制度が利用できるように援助します。

高齢者に対する虐待の防止や早期発

見など権利擁護のための事業を行い

ます。 

長期マネジメントを後方支援するためケアマネ

ジャーへの指導・助言，ネットワークづくりな

どに取り組みます。 

新予防給付と介護予防事業（地域支援事業）のマネ

ジメントを一体的に実施し，要介護状態になること

の予防と要介護状態の悪化予防を図ります。 
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※３ 新予防給付について 
新予防給付は，要介護認定により要支援１又は要支援２と認定された方を対

象とし，国の指針に基づき１０％の方について要介護２以上への移行を防止す

ることを目標として実施します。 
現在，国において，既存の介護サービスの評価と再編成，新たな介護予防サ

ービス（運動器の機能向上，栄養改善，口腔機能の向上）の開発，介護予防ケ

アマネジメント手法の開発などについて検討が進められています。 
 新予防給付に関するケアマネジメントは，原則として地域包括支援センター

が実施します（一部委託可）が，介護予防プランの作成に当たっては，状態改

善の可能性を利用者に十分に説明し，本人の意欲を高めていくことが重要です。 
 このため，サービス利用によってどのようなことができるようになるのか明

確な目標設定を行い，一定期間後に評価する「目標志向型」のサービス提供や，

ケアマネジメントの内容について評価・指導していく仕組を構築していきます。 

 

 
 
 

【重点課題３】健康増進・生きがいづくりの推進 

《取組方針》 
 市民が，家庭や地域において，心身ともに健やかに高齢期を過ごせるよ

う，生涯を通じた健康づくりを支援します。 
また，高齢者が知識や経験，特技等を活かしながら，意欲や関心をもっ

て社会活動に参加し，生きがいを感じることができるよう，地域の資源を

活用した多様な活動の場づくり，情報提供等を充実していきます。 

《主な施策》 
❒健康づくりに関わる施策の推進 

▨疾病の予防と健康づくり対策 
 ▨健康づくりを支援する環境づくり 
❒多様な生きがいづくりの推進 
▨高齢者の活動の場と情報提供の充実 
▨高齢者がともに支え合う社会づくり 
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【重点課題４】地域における総合的・継続的な支援体制の整備 

に

に

ま

携

進

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※

圏

ね

 
※

サ

な

 

 

 

《取組方針》 
 認知症高齢者やひとり暮らし高齢者等が増加する中，住み慣れた地域

おける生活の継続を支援するため，地域密着型サービスの基盤整備など

より，日常生活圏域（※４）を基本としたサービス提供体制の整備を図り

す。 

また，各種サービス提供機関，地域住民による自主的な活動等との連

を図り，地域全体で高齢者を見守り支えるためのネットワークづくりを

めます。 

《主な施策》 
❒地域の特性に応じた地域密着型サービス（※５）の提供 
❒地域ケア関係機関の連携 

❒相談・情報提供体制の充実 

❒地域住民による自主的な活動の推進 

❒ひとり暮らし高齢者対策の推進 
４ 日常生活圏域についての本市の考え方 
高齢者保健福祉の圏域として，複数の元学区を束ねた地域として設定します。

域数は，現在の地域型在宅介護支援センターの圏域を基本に，約 80 箇所（概

中学校区数）とします。 

５ 地域密着型サービスについての本市の考え方 
サービスの種類によって，整備単位とする地域の範囲が異なり，また，どの

ービスの基盤整備を優先的に行っていくべきかについては，地域によって異

るため，住民の意向も考慮しながら優先順位を検討していきます。 

サービスの種類 基盤整備の考え方 

小規模多機能型居宅介護拠点（次頁参照） 日常生活圏域ごとに１箇所 

小規模特別養護老人ホーム 

小規模介護専用型特定施設 
全市単位 

認知症高齢者グループホーム 日常生活圏域ごとに１箇所 

認知症対応型デイサービスセンター 行政区ごとに数箇所 

夜間対応型訪問介護ステーション 全市単位 
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【地域包括支援センター，地域密着型サービスの基盤整備のイメージ】 
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小規模多機能型居宅介護のイメージ
基本的な考え方：「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。 

利用者の自宅 

様態や希望により、

「訪問」 

管理者等の研修 
外部評価・情報開示 

地域に開かれた透明な運営 
サービス水準・職員の資質の確保 

小規模多機能型居宅介護事業所 併設事業所で 

「居住」 

在宅生活の支援

        

「訪問」 

「居住」 
○グループホーム 
○ 小 規 模 な 介 護 専 用 型

の特定施設 
○ 小 規 模 介 護 老 人 福 祉

施設（サテライト特養等） 
○有床診療所 等 

人員配置は固定にせず、

柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望に

より、「泊まり」

＋ （併設） 

○「通い」の利用者１５名程度 
○１事業所の登録者は２５名程度 
○「泊まり」は「通い」の利用者に限定 
○「泊まり」の利用は５名までを基本 
○どのサービスを利用しても、なじみ

の職員によるサービスが受けられる。

 
○小規模多機能型居宅

介護事業所と連続的、

一体的にサービス提供 
○職員の兼務を可能に。 

「通い」を中心
とした利用 

 地域の他のケア資源や 
地域包括支援センター 

との連携 

資料：厚生労働省 



 
 
 

【重点課題５】介護保険事業の適正かつ円滑な運営 

《取組方針》 
 介護保険事業を適正かつ円滑に運営していくため，関係団体等との連携

の下，ケアマネジメントや介護サービスの質の向上に取り組むとともに，

保険給付の適正化を図ります。 

《主な施策》 
❒介護サービスの質の向上  
▨介護・看護技術の向上 

▨ケアマネジメント技術の向上 
❒介護保険給付の適正化 
▨サービス事業者の情報開示の充実 

▨事業者に対する調査・指導の強化 

▨保険財政の安定的運営 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【重点課題６】誰もが安心して暮らせるまちづくりの推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《取組方針》 
 すべての世代が理解し合い，助け合える世代間の連帯と活力に満ちた共

生社会を形成していくため，さまざまな機会を活用して，高齢世代と若年

世代とが交流し，世代間相互の理解を深められるよう取り組んでいきます。

また，高齢者が住み慣れた地域で，安心して自立した生活ができるよう，

福祉施策のみならず，住宅政策やまちづくり政策との連携を更に深め，ハ

ード・ソフトの両面から高齢者の生活環境づくりに取り組みます。 

《主な施策》 
❒世代間の交流と理解の促進  
▨福祉教育の推進 

▨人権意識の高揚 

❒高齢者が安心できる生活環境づくり  
▨居住福祉の推進 

▨防犯・防災対策 

▨交通安全対策 

▨消費者保護対策 

▨ユニバーサルデザインの普及促進
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第６ 介護サービス量の見込み 

第３期（平成１８年度～２０年度）における介護サービス量を，次の手順

で見込みました。 

 
 
 １ 要支援・要介護認定者数の推計 

 

高齢者人口の推計値と，直近の要支援・要介護認定者の出現率等から，平

成２６年度までの要支援・要介護認定者数を推計しました。 

高齢者人口の増加に伴い，要支援・要介護認定者数も増加し，介護予防の

取組を行わなかった場合，第 3 期計画の最終年度である平成２０年度におい

て，要支援・要介護認定者数は約６万４千人（出現率：１９．９５％）とな

る見込みです。しかし，国の指針に基づき，地域支援事業及び新予防給付の

実施による予防効果を見込んだ結果，要支援・要介護認定者数は，介護予防

の取組を行わなかった場合に比べ，約２，１００人減少し，約６万２千人（出

現率：１９．２９％）となる見込みです。 

 
 

 

要介護認定者数及び出現率の見込み
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14%
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22%
予防前 
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※出現率：高齢者人口に占める要介護認定者の割合 
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２ 施設サービス量及び介護専用型居住系サービス量の見込み 

平成２６年度における介護保険施設及び介護専用型居住系サービス（認知症

高齢者グループホーム及び要支援・要介護認定者のみ入居可能な有料老人ホー

ム等）の利用者数については，国の指針に基づき，要介護２以上の要介護認定

者の３７％として推計しました。 

  これは，高齢者人口の約３．７１％に相当する人数であり，内訳としては， 

高齢者のうち３．３％の方が介護保険施設を，０．４１％の方が介護専用型

居住系サービスを利用されるものとして見込んでいます。 

人
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6,000人
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年
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年
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年

度
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年

度
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年

度
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年

度

施設サービス及び介護専用型居住系サービスの
利用者数の見込み

介護専用型

有料老人ホーム等

認知症高齢者

グループホーム

介護療養型医療施設

　老人保健施設

特別養護老人ホーム

 

 現在の利用状況や市民ニ

ーズ等から，特別養護老人

ホームに重点を置いた見

込みとなっています。

 
 １７年度 ２０年度 ２６年度 （17 年度からの増加分）

特別養護老人ホーム 4,213 人 4,749 人 5,674 人 （1,461 人）

老人保健施設 3,074 人 3,360 人 3,716 人 （６４２人）

介護保険施設 

介護療養型医療施設 2,690 人 2,690 人 2,690 人 （０人） 

認知症高齢者グループホーム 532 人 679 人 890 人 （３５８人）介護専用型居住系 

サービス 介護専用型有料老人ホーム等 ― 154 人 620 人 （６２０人）

合   計 10,509 人 11,632 人 13,590 人 （3,081 人）

 
また，介護保険施設の利用者の重度化を見込み，平成 26 年度において施設

利用者に占める要介護４及び５の方の割合を７０％と推計しています。 

なお，必要なサービス量を確保できるよう，市外の施設等を利用される方

の割合等を勘案して整備数を設定するとともに，既存施設の少ない地域にお

いて重点的に整備を行うなど，市域における均衡のとれた施設整備や居住環

境の向上に取り組んでいきます。
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居宅サービス利用者数は， 

要介護認定者数から，施設利 

用者数，介護専用型居住系サ 

ービス利用者数，特定施設入 

居者生活介護（自立者も入居 

可能な有料老人ホーム等）の 

利用者数，サービス未利用者 

数を差し引いて推計します。 

各居宅サービス量は，居宅 

サービス利用者数の増加に比 

例して増加するものとして， 

また，各サービスの利用率及 

び 1 人当たり利用回数の実績 

を考慮して推計しました。 

 なお，平成 18 年 4 月から導入される新たなサービス（小規模多機能型居

宅介護及び夜間対応型訪問介護）の利用者については，既存の類似サービス

である訪問介護・通所サービス等の利用者から移行するものとして見込んで

います。 

主なサービスの利用者数の見込み

訪問介護
19,715人

22,696人

訪問看護4,349人 4,954人

通所介護
11,542人

13,352人

通所リハビリ5,064人
5,802人

短期入所3,147人 3,674人

福祉用具貸与
15,655人

19,333人

0人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

17
年

度

18
年

度

19
年

度

20
年

度

 
 
 

 

要支援・要介護状態になるおそれがある方を対象として，通所や訪問によ

る介護予防事業を実施するほか，介護予防に関する知識の普及・啓発，介護

予防に資するボランティア活動の育成等を行います。また，地域包括支援セ

ンターを設置し，介護予防マネジメント，総合相談・支援事業等を実施しま

す。 

 18 年度 19 年度 20 年度 

介護予防事業の対象者 5,975 人 12,995 人 17,835 人 

居宅サービス利用

者数, 39,404人,

63.41%

サービス未利用者

数, 10,586人,

17.04%

施設利用者数,

10,799人, 17.38%

介護専用型居住系

サービス利用者数,

833人, 1.34%

特定施設入居者生

活介護, 517人,

0.83%要介護認定者数

62,139人

（平成20年度）

４ 地域支援事業（介護予防事業）の量の見込み 

３ 居宅サービス利用量の見込み 
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《参考》第１号被保険者の保険料の試算 

※ 平成 18 年度介護報酬の改定等により変動がありますが，現時点では以下のとお

り試算しました。 
■ 保険給付費の見込み 

第 1 号被保険者の保険料算定の基礎となる平成１８年度から２０年度までの

保険給付費・地域支援事業費の見込みは，２５５，５５５百万円となります。 

 18 年度 19 年度 ２０年度 合計 

保険給付費 79,900 83,044 86,519 249,462

 施設サービス 39,145 40,238 41,379 120,762

 居宅サービス 39,593 41,609 43,908 125,110

 高額介護サービス費等 1,161 1,196 1,232 3,590

地域支援事業費 1,595 1,907 2,591 6,093

  合  計 81,495 84,950 89,110 255,555

※四捨五入のため合計は必ずしも一致しない                （単位：百万円） 

 

■ 第１号被保険者の保険料の算出方法 
介護保険の費用負担の仕組み

第2号被保険

者の保険料

３１％

国

２５％

京都府

１２．５％

京都市

１２．５％

第1号被保険

者の保険料

１９％

(18 年 4 月～) 
介護保険制度は，国，地方自治体， 

国民のそれぞれの負担によって，社 

会全体で高齢者の介護を支える社会 

保険制度であり，第３期計画の初年 

度である平成１８年度から，保険給 

付費のうち第１号被保険者の負担割 

合が１９％となる予定です。（現行１８％） 

第１号被保険者の介護保険料は，住民に提供される総サービス量を反映して

いるため，介護サービスが充実し，サービス利用が多い市町村ほど保険料が高

くなる仕組となっています。 

第1号被保険者1人当たりの介護給付費と保険料

京都市

札幌市

仙台市 横浜市

静岡市

広島市

大阪市

名古屋市
川崎市

さいたま市

千葉市

神戸市

北九州市

福岡市

10

15

20

25

30

1,000

2,000

3,000

4,000

1人あたり給付費

第1号保険料（万円）
（円）

 
（平成１６年度） 
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京都市では，第１期及び第２期の事業計画期間ともに，計画で見込んだサー

ビス量よりもサービス利用実績が上回ったため，京都府介護保険財政安定化基

金等から貸付を受けており，その返還に要する費用を保険料に上乗せすること

となります。 

 約２，

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

計画

実績

計画 45,707 54,033 57,069 68,914 74,089 76,525

実績 44,596 58,745 65,400 70,460 74,287 77,676

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

（百万円）

第1期計画合計
約１，５６８億円

第２期実績合計
約２，２２４億円

第２期計画合計
１９５億円

第1期実績合計
約１，６８７億円

借入金　　約１９億３千万円

（計画を上回ったうち第1号

保険料で償還する金額）

借入金　　約１１億９千万円

（計画を上回ったうち第1号

保険料で償還する金額）

※第２期計画及び実績は，京北町を含む。

※平成１７年度実績は予算額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保険料基準額は，以下の方法により算出します。 

    （保険給付費＋地域支援事業費）×１９％ 
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    ＋財政安定化基金拠出金（保険給付費の 0.1％）      ÷被保険者数÷１２月 

    ＋財政安定化基金等償還金（18～20 年度 2,478 百万円） 

補正後の 

 

■ 保険料段階及び保険料率の設定 

① 現行第 2 段階（保険料率 0.75）を細分化し，低所得の方の保険料率を 0.5

に引き下げます。 

② 平成１７年度税制改正（高齢者の非課税措置の廃止）により保険料段階の

影響を受ける方について，激変緩和措置を講じるとともに，課税層のうち所

得の低い方について保険料率を引き下げ，負担の軽減を図ります。 

③ 課税層のうち一定以上の所得を有する方について，負担能力に応じた保険

料段階及び保険料率の設定を行います。この措置により，保険料基準額を引

き下げます。 

 （基準額×）

新第２段階 新第３段階

2.0

1.75

1.5

1.25

1.0

0.75

0.5
第
1
段
階

新
第
７
段
階

新
第
８
段
階

新第４段階

新
第
９
段
階

新
第
６
段
階

新
第
５
段
階

現行第２段階
の細分化

激変緩和措置

税制改正の影響を
受ける方について
激変緩和措置

負担能力に応じた
保険料段階・保険
料率の設定

課税層のうち所
得の低い方への
配慮



■ 見直し後の保険料（案）

  

所 得 段 階 区 分 保険料率 月額保険料 
（参考）

６段階の場合

第1段階 

○本人が生活保護を受給している場合 

○本人が老齢福祉年金を受給し，本人及びすべての

世帯員が市民税非課税である場合 

基準額×0.5 2,450 円 2,500 円

第2段階 

○本人及びすべての世帯員が市民税非課税であっ

て，〔（合計所得金額＋課税年金収入額）≦80 万

円／年〕を満たす者 

基準額×0.5 2,450 円 2,500 円

第3段階 
○本人及びすべての世帯員が市民税非課税であっ

て，第 2 段階以外の者 
基準額×0.75 3,675 円 3,750 円

第4段階 
○本人が市民税非課税で，世帯員の中に市民税課税

者がいる場合 
基準額 4,900 円 5,000 円

第5段階 125 万円以下 基準額×1.1 5,390 円 

第6段階 125 万円超 200 万円未満 基準額×1.25 6,125 円 

6,250 円

（基準額×1.２5）

第7段階 200 万円以上 400 万円未満 基準額×1.5 7,350 円 

第8段階 400 万円以上 700 万円未満 基準額×1.75 8,575 円 

第9段階 

○本人が

市民税

課税者

の場合

前年の 

合計所得

金額 

700 万円以上 基準額×2.0 9,800 円 

7,500 円

（基準額×1.5）

      

月額保険料（基準額）は，制度改正を行わない場合 5,120 円となりますが，

介護予防の取組や施設給付の見直しにより保険料の上昇が抑えられる結果，

4,900 円となる見込みです。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護予防により△４０円 

施設給付見直しにより△１８０円 

 

 

地域支援事業 

に要する費用 

（12０円程度） 

財政安定化基金

等への償還金 

（230 円程度）

介護給付に要する費用 

（４，５５０円程度） 

介護給付費及び第１号保険料の見通し

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

１８年
度

１９年
度

２０年
度

２１年
度

２２年
度

２３年
度

２４年
度

２５年
度

２６年
度

（百万円）

制度見直しによ

る効果

　第５期 6,200円⇒5,200円

　　　介護予防により△700

　　　施設見直しにより△300
　第４期 5,600円⇒5,000円

　　　介護予防により△400

　　　施設見直しにより△200　第３期 5,120円⇒4,900円

　　　介護予防により△40

　　　施設見直しにより△180

5,120 円

4,900 円
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